
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

◇
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
の
廃
止

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
防
疫
作
業
に
従
事
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の

特
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
奈
良
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

自
動
車
税
関
係

環
境
性
能
割
の
税
率
に
つ
い
て
、
令
和
六
年
一
月
一
日
以
後
の
適
用
範
囲
に
係
る
燃
費

(1)
性
能
に
関
す
る
要
件
等
を
見
直
す
こ
と
と
し
た
。

環
境
性
能
割
の
税
率
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
の
適
用
範
囲
に
係
る
燃
費

(2)
性
能
に
関
す
る
要
件
等
を
見
直
す
こ
と
と
し
た
。

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３

施
行
期
日
等

令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、

(1)
そ
れ
ぞ
れ
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

ア

２
の
一
部

公
布
の
日

イ

２
の
一
部

令
和
七
年
七
月
一
日

ウ

１

、
２
の
一
部
及
び

の
一
部

令
和
七
年
四
月
一
日

(2)

(2)

そ
の
他
所
要
の
経
過
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

(2)

◇
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

畜
産
業
用
車
庫
等
の
用
途
に
供
す
る
畜
舎
等
の
敷
地
が
接
す
る
道
路

都
市
計
画
区
域
内
に
お
け
る
畜
産
業
用
車
庫
等
（
敷
地
内
の
畜
産
業
用
車
庫
、
農
林
水
産

省
関
係
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
掲
げ
る
施
設
（
同



令
に
規
定
す
る
畜
産
経
営
に
必
要
な
車
両
の
保
管
の
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。

）
又
は
同
令
に
掲
げ
る
施
設
（
同
令
に
規
定
す
る
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
の
た
め

に
必
要
な
車
両
の
保
管
の
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
途
に
供
す
る
部

分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
畜
舎
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

用
途
に
供
す
る
畜
舎
等
の
敷
地
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
道
路
へ
畜
産
業
用
車
両

（
同
令
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
車
両
を
い
う
。
）
が
出
入
り
す
る
出
入
口
を
設
け

て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

道
路
の
交
差
点
若
し
く
は
曲
が
り
角
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
又
は
勾
配
が
六
分
の
一
以

(1)
上
の
道
路

公
園
、
小
学
校
、
幼
稚
園
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
出
入
口
か
ら
十
メ
ー
ト
ル

(2)
以
内
の
道
路

２

畜
産
業
用
車
庫
等
の
前
面
空
地

都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
畜
産
業
用
車
庫
等
の
用
途
に
供
す
る
畜
舎
等
か
ら
道
路
へ
出

入
り
す
る
場
所
に
は
、
前
面
道
路
の
通
行
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
道
路
境
界
線
か

ら
一
メ
ー
ト
ル
以
上
後
退
し
た
空
地
又
は
空
間
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

３

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

４

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
奈
良
県
警
察
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

手
数
料
の
追
加

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
よ
る
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
講
習
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

手
数
料
額

講
習
一
時
間
に
つ
い
て
二
、
〇
〇
〇
円

(1)

徴
収
時
期

受
講
の
と
き
。

(2)
２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



◇
奈
良
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

信
号
機
に
関
す
る
基
準
の
見
直
し

歩
行
者
用
青
信
号
に
従
っ
て
道
路
を
横
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
特
定
小
型
原
動
機

付
自
転
車
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
知
事
の
退
職
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条
例

１

知
事
の
退
職
手
当
の
不
支
給

知
事
及
び
副
知
事
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
五
月

三
日
に
お
い
て
知
事
で
あ
っ
た
者
に
は
、
同
日
を
含
む
任
期
に
係
る
退
職
手
当
は
、
支
給
し

な
い
こ
と
と
し
た
。

２

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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